
 
 宝塚市街路樹管理計画（案）に関するご意見募集 

意見の提出方法 街路樹管理計画とは？ 

安全・安心な道路づくりと良好な都市環境の創

出、そしてより効果的な維持管理を目指すことを

目的に、街路樹管理計画を策定します。 

 

【目標】 

道路空間の安全性を確保し、魅力があり、歩きた

くなる歩行空間を提供している街路樹を将来にわ

たり育生・継承していくこと 

 

「街路樹管理計画（案）」では「パークマネジメント

計画（案）」と連携しながら、宝塚市の魅力向上に

つながる良好な都市環境形成を推進します。 

二次元コードもしくは

市 HP（ID：1061467）から

ご提出ください。 

宝塚市街路樹管理計画 パブコメ 

※電子メール、FAX、郵送、持参でもご提出いた

だけます。 

・いただいたご意見およびそれに対する市の考え方に

ついて、市ホームページにて公表いたします。 

・公表にあたっては、名前など個人が特定できる情報

は公開いたしません。 

意見の募集期間 

令和 7 年 12 月 26 日（金） 
〜令和８年 1 月 26 日（月） 

お問合せ/提出先 

宝塚市 都市安全部 

公園河川課 

〒665-8665 宝塚市東洋町 1 番 1 号 本庁舎 3 階 

電話 0797-77-2021   FAX 0797-77-9119 

メールアドレス m-takarazuka0086＠city.takarazuka.lg.jp 

※くわしくは、チラシ右欄に記載の市のホームページに

てご確認ください。 

「みんなの街路樹」 

街路樹管理計画（案）に、あなたの声を届けてください 



令和 7 年（2025 年） 12 月 〇日 

宝塚市 都市安全部公園河川課  

 

 

 
１ 宝塚市街路樹管理計画とは 

街路樹の大木化、老木化により市民生活の安全面に多大な影響を及ぼしている一方、 

少子高齢化に伴う人口減少時代を迎えた限られた財源のなかで、持続可能でより効率的

な維持管理が求められています。こうした現状を踏まえ、安心安全な道路づくり、より

効果的な維持管理を目指すことを目的にした計画を策定します。 

 

２ 宝塚市街路樹管理計画（案）策定の経過 

  この計画（案）の策定にあたり、令和 6 年（2024 年）2 月 28 日に宝塚市パークマ

ネジメント等審議会に計画策定に関する諮問を行いました。これを受けて、宝塚市パ

ークマネジメント等審議会において令和 7 年（2025 年）10 月 21 日まで計 7 回の審議

を実施し、計画（案）をとりまとめました。今後、パブリック・コメント手続きを実

施したのち、宝塚市パークマネジメント等審議会において計画（案）を決定し、市長

へ答申する予定です。 

  宝塚市パークマネジメント等審議会は知識経験者 4 名、市民団体代表 2 名、公募に

よる市民 2 名、行政機関職員 1 名の計 8 名で構成されています。委員名簿は別添のと

おりです。 

 

３ 宝塚市街路樹管理計画（案）のポイント 

(１) 趣旨・目的・背景 

   高度成長期以降、街路樹は都市の緑を確保するために生長が早く、大きな緑量が見

込める植栽を推進してきました。一方で、植栽後 40 年以上が経過し大木化・老木化が

進行しており、交差点部や信号機・標識の視認性の妨げ、歩道の根上り、狭小な幅員

構成による通行障害、樹勢衰退・生育障害の発生による倒伏の危険性が顕著に見られ、

将来において安全・安心で快適な道路空間の確保が難しい局面を迎えている現状があ

ります。 

  

 (２) 考え方・論点 

   安心・安全な道路づくり、良好な都市環境の維持管理を目的に街路樹を維持管理 

していきます。 

  〇歩道幅員が狭く、十分な歩行空間が確保できない路線について必要に応じて樹種

の転換や樹木の間伐などを行います。  

  〇山間部など周辺に永続的な緑が確保されている路線の樹木は環境保全や景観向

上の効果が薄く、相互の生育環境を妨げている場合などは、段階的に撤去して樹木

の良好な生育環境を整えます。 

  〇交差点部や横断歩道付近等で見通しの支障となっている樹木を撤去し、歩行者及

び通行車両の安全確保に努めます。 

 

 

 

 

                 
宝塚市街路樹管理計画（案）への意見募集について 



 

４ 意見募集の目的 

  宝塚市街路樹管理計画（案）策定の趣旨や内容等について、広く公表し、計画（案） 

に市民の皆様からの意見を反映するため、意見募集を行います。 

 なお、意見募集のため公表する内容は、以下のとおりです。 

①宝塚市街路樹管理計画（案）に関するご意見募集 

②宝塚市街路樹管理計画への意見募集について（本紙） 

③別紙「意見提出用紙」 

④宝塚市街路樹管理計画の概要版（案） 

⑤宝塚市街路樹管理計画（案） 

 

５ 宝塚市街路樹管理計画（案）の公表方法について 

  パブリック・コメントの計画書（案）の概要版・本編は、市ホームページ及び市の

窓口にて公表しています。 

 （１） 市ホームページ（http://www.city.takarazuka.hyogo.jp） 

    ア 都市安全部公園河川課のページ 

    イ トップページから「宝塚市街路樹管理計画（案）」で検索するか、または「検

索用 ID：1061467」を入力し検索することもできます。 

                            

                               二次元コード 

 （２） 市の窓口 

     市役所公園河川課（市役所 3 階）、市民相談課（市役所 2 階）、各サービスセ

ンター・サービスステーション、各人権センター、各図書館、各公民館（東公

民館除く）で配布して公表します。 

  

６ 意見の募集期間 

  令和 7 年（2025 年）12 月 26 日（金）から 

          令和 8 年（2026 年）1月 26 日（月）まで 

 

７ 意見の提出方法 

  別紙「意見提出用紙」に必要事項を記入し、案に関する意見を記載して提出してく

ださい。任意の用紙で提出していただく場合は、別紙「意見提出用紙」に記載のある

項目（氏名、住所、電話番号等）すべてを明記してください。 

  意見が複数ある場合は、意見ごとに意見対象箇所（全般もしくは特定部分）が分か

るように記載してください。 

  提出方法は、市ホームページ（「検索用 ID：1061467」）にある意見提出フォーム（兵

庫県電子申請システム）もしくは、市役所公園河川課への提出・郵送・ファクシミリ・

電子メールのいずれかの方法により、募集期間内にご提出ください。ただし、郵送の

場合は、令和 8 年（2026 年）1 月 26 日必着とします。 

  正確な聴き取りができずご意見を取り違える可能性がありますので、電話などによ

る口頭での意見提出はできません。 



８ 提出先・問い合わせ先 

  〒665-8665（住所記載不要）「宝塚市役所 都市安全部公園河川課」 

   電話番号      ０７９７－７７－２０２１（直通） 

   ファクシミリ    ０７９７－７７－９１１９  

   電子メールアドレス m-takarazuka0086@city.takarazuka.lg.jp 

   ※ 宝塚市役所都市安全部公園河川課は、宝塚市東洋町１番１号宝塚市役所本庁

舎３階です。 

 

９ 意見の公表について 

  氏名、住所、電話番号等の個人情報は、一切公表しません。提出いただいた意見（パ

ブリック・コメント）については、個人の権利利益を害するおそれのある情報等を除

き、その全体を取りまとめた上で、意見の採否及び市の考え方とともに市ホームペー

ジで公表するほか、市役所公園河川課（３階）、市民相談課、各サービスセンター・

サービスステーション、各人権センター、各図書館、各公民館（東公民館除く）で配

布します。 

  なお、提出いただいた意見に対する個別の回答はしませんので、ご了承ください。 

 

１０ 個人情報等の取扱について 

   氏名、住所、電話番号等の個人情報は、厳正に保管し、他の目的には一切使用、

提供しません。 



氏 名 ふりがな 所属名 学部・部署等 学科名等 役職

令和7年度　パークマネジメント計画等審議会委員名簿

区分 席順
氏　　名 公職名

（令和7年5月19日～令和8年3月31日）

学
識
経
験
者

① 赤澤 宏樹 あかざわ　ひろき 兵庫県立大学
自然・環境科学研究
所

環境計画部門

③ 竹田 和真 たけだ　かずま 大阪産業大学 建築・環境デザイン学部建築・環境デザイン学科

景観建築学科

教授

② 梶木 典子 かじき　のりこ 神戸女子大学 家政学部

准教授

家政学科 教授

教授④ 上町 あずさ うえまち　あずさ 武庫川女子大学 建築学部

市
民
団
体
代
表

会長

⑥ 清水 厚真 しみず　あつまさ 櫻守の会 代表

⑤ 阪上 和彦 さかうえ　かずひこ 宝塚市花き園芸協会　

行政 ⑧ 安東 明美 あんどう　あけみ 兵庫県

公
募
市
民

⑦ 松田 洋三郎 まつだ　ようざぶろう 公募による市民

阪神北県民局 県民躍動室 室長



別紙「意見提出用紙」                 （   枚の内、  枚目） 

宝塚市街路樹管理計画（案）に対する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見締切り】令和 8 年（２０２６年）1 月 26 日（月）必着 

【お問い合わせ・提出先】宝塚市役所 都市安全部 公園河川課 （公園河川課は、市役所３階です。） 

〒665-8665 宝塚市東洋町 1-1 

TEL： 0797－７７－２０２１  FAX： 0797－77－9119 

E-ｍａｉｌ： m-takarazuka0086@city.takarazuka.lg.jp 

〇氏名または名称                              

〇住所または所在地                             

※ 住所が市外の場合は、次のうち該当するものにチェックを入れてください。 

□市内在勤 □市内在学 □その他  

〇連絡先(電話番号)           (メールアドレス)               

※ 上記の記述がないものや正確に記載されていない場合は受付できません。  

※ この枠内の情報は公表しません。また、上記の個人情報につきましては、厳正に保管し、他の目的に使用、提供しません。 

【意見】 

※ 該当する項目を選んでください。 

□ 宝塚市街路樹管理計画（案）の全般に関すること 

□ 特定の部分に関すること 

        ページの    行目からの部分 

 

                                                

 

                                                

 

                                              

 

                                               

 

                                         

 

                                          

 

                                                           

※用紙が足りない場合は、お手数ですが、コピーしていただきますようお願いします。 

 その場合、２枚目以降は、氏名のみご記入ください。 

 





街路樹は街の景観形成や環境保全等に貢献しており、その緑陰は通行者に快適な空間を提供しています。一方で

植栽後 40 年以上の経過とともに大木化・老木化が進行してきており、交差点部や信号機・標識の視認性の妨げや歩

道の根上り、狭小な幅員構成による通行障害、樹勢衰退・生育障害の発生による倒伏の危険性等が顕著に見られる

ようになり、将来において安全・安心で快適な道路空間の確保が難しい局面を迎えているのが現状です。 

こうした現状を踏まえ、安全・安心な道路づくり、良好な都市環境の創出、より効果的な維持管理を目指すことを

目的に、街路樹管理計画を策定します。 

【街路樹の現状】 

宝塚市には高木が約７０００本植栽されています。高木等は緑量確保に重点をおいた樹種が全国的に整備されて

おり、本市においても、ケヤキやサクラなど生長が早く、大木化する樹種が多く植栽されてきました。 

【街路樹が抱える問題】 

大木化による根上り等の歩道空間の安全性の低下や道路視認性の低減、老木化による倒木などの問題、また、

市への剪定管理要望は年々増加しています。 

【歩道の有効幅員不足】 【根上りによる舗装の不陸】 

【樹木の肥大生長】    【毎年の剪定が困難な財政状況】 

計画策定の背景と目的 

街路樹の現状と課題 
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（目  標） 

道路空間の安全性を確保し、魅力があり、歩きたくなる歩行空間を提供している 

街路樹を将来にわたり育生・継承していくこと 

街路樹管理計画では、この「目標」を達成するため、市域全体のみどりと整合をとり、市全体の街路樹のあり方を

踏まえ、地域や路線等の特性に対応した街路樹の望ましい姿について検討を行います。 

目標を達成するためには、維持管理の質を担保し、アセットマネジメントに基づく街路樹の更新を行う必要があり

ます。 

総量規制を行うことで維持管理の縮減をはかり、生み出された経費を質の向上に振り分け、選択と集中を行うこ

とで“植木のまち宝塚”にふさわしい維持管理を行うことを基本的な考え方とし、基本方針を次のとおり設定し、その

実現にむけた課題解決施策を検討します。 

※公園区を一つの区域として、公園区における街路樹の量、公園緑地のみどりの量に着目

し、相互補完の関係性のもと整理をするという考え方で適正化を図ります。

街路樹管理計画 

公園区計画との連携による街路樹の適正化 基本方針－1 

安全で安心な道路づくり 基本方針－２ 

宝塚市の魅力向上に資する良好な都市環境形成 基本方針－３ 

街路樹を通した市民コミュニティ醸成 基本方針－４ 

効果的な維持管理の実施 基本方針－５ 
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街路樹の現状 

将来の街路樹（目指すべき姿） 
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道路構造令や道路の移動等円滑化整備ガイドラインに基づき、車椅子が歩道内で円滑にすれ違うことが可能であ

る幅員として、歩道有効幅員 2.0ｍ以上を確保することを基準とし、整備区分を A～D に設定し、道路特性等を考慮

して整備を進めて行きます。 

今後の再整備計画において区分 B、C、D では、公園区計画並びに沿道の用途地域に応じて、各植栽の配置、縦断

植栽間隔、樹種選定等に配慮します。 

※必要に応じ、幅員が部分的に広い箇所には地被類など、通行上支障のない範囲で効果的な植栽を検討します

整備基準 

区分 Ａ 

（歩道幅員 2.5ｍ未満） 

歩道幅員が 2.5m 未満の路線は、適

正な植樹桝の確保が困難、または通

行者の通行幅員の確保が困難である

ことから、道路緑化を行ないません。 

区分 Ｂ 

（歩道幅員 2.5ｍ以上 3.0ｍ未満） 

歩道幅員が 2.5m 以上 3.0m 未

満の路線は、基本的に植樹桝を単独

桝にして小高木を植栽します。 
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【植栽候補樹種の一例】 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

区分 Ｃ 

（歩道幅員 3.0ｍ以上 3.5ｍ未満） 

歩道幅員が 3.0m 以上 3.5m 未

満の路線は、基本的に植樹桝は単独

桝で小高木を植栽します。必要に応じ

連続桝にして小高木と合わせて中低

木を植栽します。 

区分 Ｄ 

（歩道有効幅員 3.5ｍ以上） 

歩道幅員が 3.5ｍ以上の路線は、

基本的に植樹桝を単独桝もしくは連

続桝にして、小高木もしくは高木を植

栽します。特に必要がある場合は連続

桝に高木等と合わせて中低木を植栽

します。 

生長しても樹

高が 7ｍ程度

の小高木候補

樹種 

 

ホルトノキ（常緑樹） トウカエデ・花散里 
（落葉樹） 

ハクウンボク（常緑樹） 
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街路樹を維持管理するにあたっては、目標樹形を定めることが重要です。沿道の土地利用や歩道幅員、樹種によ

って異なる自然樹形を考慮した最大樹高と最大枝張りの目安を設定し、周辺環境に応じた樹形バランスを保つ剪定

管理が必要となります。 

4.5ｍ 

剪定前 剪定時 2～3 年目 4～5 年目 

2.5ｍ 

高さを詰める 

枝張を詰める 

樹形を縮小して再

生する 

主枝を管理目標樹

形の樹姿を想定し

て切り詰める 

先端から多くの萌

芽枝が出るので、

整理して頂上枝と

副主枝に育てる 

管理目標樹形にあ

わせて側枝を整え

る 

維持管理基準 

街路樹の生育環境

に適合し雑草が侵

入しにくく、 

剪定頻度を低くお

さえられる 

低木の候補樹種 

マホニアコンヒューサ（常緑樹） オタフクナンテン（常緑樹）

ホソバシャリンバイ（常緑樹） アベリア‘ホープレイズ’（常緑樹）
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【再整備計画】 

本市の街路樹は半数以上（21 路線/38 路線中）で歩道の有効幅員が 2.0ｍ以下となっています。再整備計画の

検討は、第 5 章整備基準に則り歩行者の安全確保を優先して進めていきます。具体的な整備について 

〇歩道幅員が狭く、十分な歩行空間が確保できない路線について必要に応じて樹種の転換や樹木の間伐など行ない、

安全・安心な歩道空間の確保に努めます。 

〇山間部など周辺に永続的な緑が確保されている路線の樹木は環境保全や景観向上の効果が薄く、相互の生育環境を

妨げている場合などは、段階的に撤去して樹木の良好な生育環境を整えます。 

〇交差点や横断歩道付近等で見通しの支障となっている樹木を撤去し、歩行者、及び通行車両の安全確保に努めます。 

上記 3 点に焦点をあて、本市の中で唯一街路樹が歩道の真ん中に位置し、歩行者等が多い路線で通行に大きく

支障をきたしている⑤逆瀬川米谷線の一部区間と、本市域から兵庫県立伊丹北高等学校への自転車通学路で、市立

安倉小学校・たからづか支援学校に隣接しており、歩道有効幅員(2.0m 以上）が不足し、根上りも発生している⑬安

倉鴻池線の一部区間を対象に再整備の検討を行います。再整備の検討を行う 2 路線とそれ以外の再整備が必要な

路線についても周辺住民の意見を聞きながら再整備の検討を進めます。 

街路樹の再整備 
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【逆瀬川米谷線の再整備イメージ】 

【安倉鴻池線の再整備イメージ】 
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花のみち（市道武庫川通線）は、元々は武庫川の自然堤防であった場所で、1924 年宝塚大劇場の開場にあわせて

造成されました。堤防時代に植えられたマツが巨木となって木陰をつくり、春には桜の花が咲き誇っています。 

1960 年以降、宝塚ファミリーランドと宝塚歌劇へ向かうこの道は、市民及び観光客で大いににぎわい、宝塚ファ

ミリーランド閉園後も、宝塚市民の日常的な散策利用をはじめ、観光客を宝塚歌劇や手塚治虫記念館、文化芸術セン

ターなど本市を代表する観光資源へと誘う遊歩道となっています。

 花のみちの桜の木及び花などは、市民及び観光客が親しみ、観光資源としても貴重な存在であるので本市の「シン

ボルロード」として位置づけ、適切な維持管理により花のみちの街路樹景観を保全・継承していきます。 

シンボルロード 「花のみち」
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宝塚市 都市安全部 公園河川課 

〒665-8665 兵庫県宝塚市東洋町 1 番 1 号 本庁舎 3 階 

電話：0797-77-2021 ファクス：0797-77-9119 

メールアドレス


